
ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和４年度）

旭工場 （単位：µg/Nm
3
） 金沢工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R4.4.14 2.2 R4.4.27 11
R4.4.15 0.94 R4.4.28 9.6
R4.5.16 1.2 R4.7.1 13
R4.6.2 0.66 R4.7.11 14
R4.7.4 0.92 R4.9.1 1.4
R4.8.8 3.1 R4.9.2 5.9

R4.8.22 3.3 R4.11.10 4.2
R4.10.3 0.71 R4.11.11 7.5
R4.10.6 1.0 R4.11.29 8.5

R4.10.31 1.1 R5.1.12 5.0
R4.12.1 0.66 R5.1.13 4.0
R4.12.2 0.34 R5.2.1 4.4
R5.1.19 3.6 R5.2.24 2.4
R5.2.9 0.91 R5.3.2 4.8

R5.2.17 23 10
R5.3.6 2.4

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

都筑工場 （単位：µg/Nm
3
） 鶴見工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R4.4.21 5.4 R4.6.3 16
R4.4.22 2.3 R4.8.25 12
R4.8.4 3.3 R4.12.22 12
R4.8.5 6.3 R4.12.23 8.9

R4.10.19 4.0 R5.2.16 11
R4.12.9 3.0 R5.2.17 4.6
R5.1.30 23
R5.2.13 2.0

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

参考
水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の
実施に向けて～）

測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の19第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1
回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻
度で測定しています。

備考 備考

備考 備考

○このファイルで示す測定結果は、全水銀の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方
法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検
出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。

○再測定は初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場
合は、60日以内に3回実施します。

○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果
から得られた平均値によって評価します。



ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和３年度）

旭工場 （単位：µg/Nm
3
） 金沢工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R3.4.15 0.69 R3.4.23 4.8
R3.4.16 0.61 R3.5.14 6.8
R3.5.17 0.48 R3.6.24 5.3
R3.6.11 0.48 R3.6.25 4.8
R3.7.15 0.74 R3.8.5 2.6
R3.7.16 0.53 R3.8.6 2.4
R3.8.26 3.6 R3.9.6 12
R3.8.27 3.3 R3.10.4 7.0
R3.10.7 1.2 R3.11.5 4.8
R3.10.8 0.93 R3.12.27 6.7

R3.11.25 1.0 R3.12.28 10
R3.11.26 1.3 R4.1.31 11
R4.1.20 4.0 R4.3.7 5.6
R4.1.21 8.0 R4.3.8 3.8
R4.3.3 0.61
R4.3.4 1.1

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

都筑工場 （単位：µg/Nm
3
） 鶴見工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R3.6.28 2.7 R3.5.7 9.9
R3.7.27 0.79 R3.7.30 5.7
R3.7.28 1.4 R3.10.27 5.6

R3.10.28 8.3 R3.11.24 9.2
R3.10.29 3.8 R4.1.13 6.8

R4.2.7 2.3 R4.1.14 11
R4.2.24 7.4
R4.2.25 7.0

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

参考
水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の
実施に向けて～）

測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の19第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1
回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻
度で測定しています。

備考 備考

備考 備考

○このファイルで示す測定結果は、全水銀の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方
法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検
出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。

○再測定は初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場
合は、60日以内に3回実施します。

○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果
から得られた平均値によって評価します。



ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果（令和２年度）

旭工場 （単位：µg/Nm
3
） 金沢工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R2.4.7 1.5 R2.4.23 7.0
R2.4.8 1.5 R2.6.4 6.8
R2.4.9 9.5 R2.6.5 10

R2.5.20 < 0.1 R2.7.29 8.4
R2.5.21 1.1 R2.7.30 6.6
R2.7.9 1.0 R2.9.16 19

R2.7.10 0.4 R2.10.2 6.0
R2.9.2 1.2 R2.11.11 7.4
R2.9.8 0.4 R2.11.12 6.4

R2.10.28 0.3 R3.1.5 6.1
R2.10.30 4.3 R3.1.6 7.2
R2.12.23 0.5 R3.3.3 46
R2.12.25 0.5 R3.3.22 2.5
R3.2.17 1.6
R3.2.18 1.1
R3.2.19 2.7

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

都筑工場 （単位：µg/Nm
3
） 鶴見工場 （単位：µg/Nm

3
）

測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉 測定年月日 1号炉 2号炉 3号炉
R2.4.16 6.5 R2.5.14 32
R2.4.17 3.7 R2.8.19 24
R2.7.14 2.6 R2.8.27 18
R2.9.9 1.2 R2.12.8 3.3

R2.9.11 1.3 R3.1.26 19
R2.12.16 1.4 R3.2.24 10
R3.1.13 1.3
R3.2.10 1.6

排出基準値：50µg/Nm
3

排出基準値：50µg/Nm
3

参考
水銀大気排出規制の実施に向けた説明会資料（環境省：大気汚染防止法の改正について～水銀大気排出規制の
実施に向けて～）

測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の12第1項の規定に基づき、休炉期間を除き、4か月に1
回測定しています。ただし、旭工場及び金沢工場については、環境影響評価の監視計画に基づき、2か月に1回の頻
度で測定しています。

備考 備考

備考 備考

○このファイルで示す測定結果は、全水銀の12%酸素換算値です。なお、値の表記については、環境省が提示した方
法に基づき、実測値（酸素換算前の値）が定量下限値未満で検出下限値以上の場合は括弧付きで示し、実測値が検
出下限値未満の場合は、「<」+「検出下限値」として表記しています。

○再測定は初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、休炉期間を除く30日以内に、それ以外の場
合は、60日以内に3回実施します。

○再測定結果は、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果
から得られた平均値によって評価します。


	令和４年度
	令和３年度
	令和２年度

